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第１９回新潟市都市計画審議会常務委員会付議案件 

 
 

議案番号 付 議 案 件 

議案第１号 
産業廃棄物処理施設の敷地位置の都市計画上の支障の有無

について（北区島見町地内） 

議案第２号 
産業廃棄物処理施設の敷地位置の都市計画上の支障の有無

について（西蒲区下和納地内） 

 



 

 

議案第１号 

 

 

 

産業廃棄物処理施設の 

敷地位置の都市計画上の支障の有無について 
 

 

 

１ 内 容 

 

施設の種類 敷地の位置 敷地面積 申 請 者 

産業廃棄物 

処理施設 

新潟市北区島見町 

２３６０番地１ 

外１５筆 

11,732.60 ㎡ 

新潟市北区島見町 

２３６０番地１ 

株式会社パンオイルサービス

代表取締役 平松 太郎 

（別紙図面表示のとおり） 

 

２ 理 由 

 

本施設は、産業廃棄物の油水分離処理を行なう「産業廃棄物処理施設」であり、都

市活動によって生じる廃棄物の再資源化に寄与するものである。 

都市計画区域内における一定規模以上の廃棄物処理施設については、建築基準

法第５１条において、その敷地の位置が都市計画として決定されたものか、特定

行政庁が都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したもの

でなければ建築してはならないとされている。 

本施設は民間企業が設置・運営しており、社会経済情勢の変化等により施設の

恒久性が担保されないことなどから、都市計画決定によらず、建築基準法第５１

条ただし書きの規定に基づき許可するにあたり、その敷地の位置の都市計画上の

支障の有無について、新潟市都市計画審議会に諮問するものである。 

 

 

 

 



産業廃棄物処理施設の敷地位置の都市計画上の

支障の有無について 縮尺1:25,000

申請地

施設の種類 敷地の位置 敷地面積 申請者

産業廃棄物処理施設 新潟市北区島見町
2360番地1 外15筆

11,732.60㎡ 新潟市北区島見町2360番地1
株式会社パンオイルサービス 代表取締役 平松 太郎



 

 

議案第２号 

 

 

 

産業廃棄物処理施設の 

敷地位置の都市計画上の支障の有無について 
 

 

１ 内 容 

 

施設の種類 敷地の位置 敷地面積 申 請 者 

産業廃棄物 

処理施設 

新潟市西蒲区下和納

字町田４１８４番１ 
2,267.58 ㎡ 

新潟県燕市吉田矢作 

６７９６番地 

株式会社マルタ建設 

代表取締役 本田 浩紀 

（別紙図面表示のとおり） 

 

２ 理 由 

 

本施設は、産業廃棄物の破砕処理を行なう「産業廃棄物処理施設」であり、都

市活動によって生じる廃棄物の再資源化に寄与するものである。 

都市計画区域内における一定規模以上の廃棄物処理施設については、建築基準

法第５１条において、その敷地の位置が都市計画として決定されたものか、特定

行政庁が都市計画審議会の議を経て都市計画上支障がないと認めて許可したもの

でなければ建築してはならないとされている。 

本施設は民間企業が設置・運営しており、社会経済情勢の変化等により施設の

恒久性が担保されないことなどから、都市計画決定によらず、建築基準法第５１

条ただし書きの規定に基づき許可するにあたり、その敷地の位置の都市計画上の

支障の有無について、新潟市都市計画審議会に諮問するものである。 




